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要 旨 
 

＜概要＞  

貨物船千勝
せんしょう

丸は、船長ほか４人が乗り組み、濃霧により視界が制限された千葉県

銚子市犬吠埼南方沖において、阪神港に向けて南西進中、貨物船すみほう丸は、船長

ほか３人が乗り組み、宮城県仙台塩釜港に向けて北東進中、令和元年５月２６日０２

時０９分ごろ両船が衝突した。 

千勝丸は、沈没し、船長が救助されたが、乗組員４人が死亡し、また、すみほう丸



は、左舷船首部外板の凹損等を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

＜原因＞  

本事故は、夜間、濃霧による視界制限状態の犬吠埼南方沖において、千勝丸が南西

進中、すみほう丸が北東進中、両船が真向かいに接近する状況下、千勝丸が、すみほ

う丸と約１,６００ｍまで近づいた際、左舷対左舷で航過する目的で速力を維持した

まま右転し、また、すみほう丸が、千勝丸と約２海里まで近づいた際、右舷対右舷で

航過する目的で針路をわずかに左へ転じ、その針路と速力を維持したまま目視で航行

したため、互いに接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えら

れる。 

千勝丸が、すみほう丸と左舷対左舷で航過する目的で速力を維持したまま右転した

のは、千勝丸の当直航海士が、視界制限状態における船舶の航法により右転した可能

性があると考えられるが、千勝丸の当直航海士が死亡していることから、その意図を

明らかにすることはできなかった。 

すみほう丸が、千勝丸と右舷対右舷で航過する目的で針路をわずかに左へ転じ、そ

の針路と速力を維持したまま目視で航行したのは、すみほう丸の当直航海士が、千勝

丸がレーダー映像で船首輝線の少し右寄りで南西進していたことから、針路を左へ

２°転じたことで最接近距離が拡大して安心したことによるものと考えられる。 

千勝丸の当直航海士及びすみほう丸の当直航海士が、視界制限状態で互いに真向か

いに接近する状況下において、レーダー画面で互いの動きを確認するとともに、音響

信号を使用したり、早期にＶＨＦによる交信を行ったりしていたならば、互いの動き

や操船意図を確認でき、減速するなどの衝突を避けるための措置を採ることができた

可能性があると考えられる。 

千勝丸の当直航海士及びすみほう丸の当直航海士が、視界制限状態において、共に

大幅に針路の変更を行っていたならば、互いの操船意図に気付くことができ、事故発

生の回避に繋がった可能性があると考えられる。 

各船長が、当直航海士から視界制限状態の状況を共に知らされ、安全管理規程及び

運航基準に従って当直体制を強化していたならば、互いの動きや操船意図を確認し、

減速するなどの衝突を避けるための措置を採ることができ、事故発生の回避に繋がっ

た可能性があると考えられる。 

 

＜勧告等＞ 

本事故は、夜間、濃霧による視界制限状態の犬吠埼南方沖において、千勝丸が南西

進中、すみほう丸が北東進中、両船が真向かいに接近する状況下、千勝丸が、すみほ

う丸と約１,６００ｍまで近づいた際、左舷対左舷で航過する目的で速力を維持した



まま右転し、また、すみほう丸が、千勝丸と約２海里まで近づいた際、右舷対右舷で

航過する目的で針路をわずかに左へ転じ、その針路と速力を維持したまま目視で航行

したため、互いに接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えら

れる。 

両船の当直航海士が、レーダー画面で互いの動きを確認するとともに、音響信号を

使用したり、早期にＶＨＦによる交信を行ったりしたならば、互いの動きや操船意図

を確認して減速するなど、衝突を避けるための措置を採ることができた可能性がある

と考えられる。 

また、各船長が、当直航海士から視界制限状態の状況を共に知らされ、安全管理規

程及び運航基準に従って当直体制を強化していたならば、互いの動きや操船意図を確

認することができ、本事故発生の回避に繋がった可能性があると考えられる。 

したがって、当委員会は、同種事故の再発を防止するため、事故調査の結果を踏ま

え、ＮＳユナイテッド内航海運株式会社及び音倉内航海運協業組合に対し、運輸安全

委員会設置法第２７条第１項の規定に基づき、次のとおり勧告する。 

(1) ＮＳユナイテッド内航海運株式会社及び音倉内航海運協業組合は、運航船舶

の乗組員に対し、視界制限状態時に他船と接近する状況となった場合は、ＶＨ

Ｆ及び音響信号を用いてコミュニケーションをとるよう継続的に指導すること。 

(2) ＮＳユナイテッド内航海運株式会社及び音倉内航海運協業組合は、運航船舶

の乗組員に対し、視界制限状態の状況下、船長が昇橋して指示することの重要

性を周知するとともに、当直体制を強化するよう継続的に指導すること。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船千勝
せんしょう

丸は、船長ほか４人が乗り組み、濃霧により視界が制限された千葉県

銚子市犬吠埼南方沖において、阪神港に向けて南西進中、貨物船すみほう丸は、船長

ほか３人が乗り組み、宮城県仙台塩釜港に向けて北東進中、令和元年５月２６日０２

時０９分ごろ両船が衝突した。 

千勝丸は、沈没し、船長が救助されたが、乗組員４人が死亡し、また、すみほう丸

は、左舷船首部外板の凹損等を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、令和元年５月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官ほ

か２人の船舶事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

令和元年５月２６～２８日 現場調査及び口述聴取 

令和元年７月１９日、１０月２３日 回答書受領 

令和元年１１月２５日、２６日、令和２年１１月３０日、１２月１日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 船舶自動識別装置による千勝丸の運航の経過 

‘民間情報会社が受信した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）*1の情報記録’（以下

「ＡＩＳ記録」という。）によれば、令和元年５月２６日０１時５５分ごろ～０２

時１４分ごろの間の千勝丸（以下「Ａ船」という。）の運航の経過は、表１及び図

                         
*1 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地及び航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相

互間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換する装置をいう。 
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１のとおりであった。 

 

表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時刻 

(時:分:秒) 
 

船位 対地針路 

(°) 

船首方位 

(°) 

対地速力*2 

(ﾉｯﾄ(kn)) 北緯 
（°－′ －″） 

東経 
（°－′ －″） 

01:55:01 35-39-19.9 140-52-36.1 204.5 210 11.8 

02:00:01 35-38-29.1 140-52-02.5 214.6 216 11.7 

02:01:01 35-38-19.7 140-51-54.4 211.1 216 11.5 

02:02:01 35-38-10.2 140-51-46.3 214.0 216 11.4 

02:03:01 35-38-00.8 140-51-38.3 210.6 215 11.7 

02:04:02 35-37-51.3 140-51-30.3 216.7 216 11.2 

02:05:02 35-37-41.8 140-51-22.3 215.7 216 11.7 

02:06:02 35-37-32.3 140-51-14.1 216.6 217 11.7 

02:07:02 35-37-23.0 140-51-05.9 214.4 220 11.4 

02:08:02 35-37-14.4 140-50-56.5 228.2 229 11.6 

02:09:02 35-37-07.2 140-50-45.6 238.3 241 11.2 

02:09:21 35-37-05.5 140-50-41.6 243.5 246 11.3 

02:09:28 35-37-05.2 140-50-40.2 259.6 234 9.9 

02:09:31 35-37-05.2 140-50-39.9 264.3 227 6.5 

02:10:02 35-37-03.2 140-50-37.1 216.4 208 6.2 

02:12:02 35-36-51.1 140-50-32.0 193.3 217 6.2 

02:13:48 35-36-48.1 140-50-24.8 271.8 322 4.0 

 

Ａ船の船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアン

テナの位置情報は、船首から６０ｍ、船尾から１０ｍ、左舷から５ｍ、右舷から７

ｍであった。対地針路及び船首方位は真方位（以下同じ。）である。 

 

 

 

 

 

 

                         
*2 「対地速力」とは、地球表面の１点を基準に測った船の速度をいい、船が浮かんでいる水を基準に

測った船の速度を「対水速力」という。 
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図１ Ａ船の船首方位の推移 

 

2.1.2 衛星測位システムによるすみほう丸の運航の経過 

すみほう丸（以下「Ｂ船」という。）にはＡＩＳは設置されておらず、衛星を利

用した船位測位システム（ＧＰＳ）が設置されていた。ＧＰＳの記録（以下「ＧＰ

Ｓ記録」という。）によれば、令和元年５月２５日及び２６日の運航の経過は５分

毎に記録されており、本事故当時の船位のＧＰＳ記録及び中分緯度航法による方位

距離及び移動速力（対地速力、以下同じ。）の計算結果は、表２のとおりであった。 

 

表２ Ｂ船のＧＰＳ記録と方位距離及び移動速力 

Ｂ船の船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアン

テナの位置情報は、船首から６０ｍ、船尾から１０ｍ、左舷から６ｍ、右舷から６

ｍであった。 

 

 
ＧＰＳ記録 

中分緯度航法による 

方位距離及び移動速力計算結果 

およその時刻 北 緯 東 経 方位 移動距離＜移動速力＞ 

０２時００分

ごろ 
35-35.5771' 140-49.3660' 

  

36.0 
0.95 海里（1766.7ｍ） 

＜11.4kn＞ ０２時０５分

ごろ 
35-36.3486' 140-50.0560' 

34.4 
0.89 海里（1656.4ｍ） 

＜10.7kn＞ ０２時１０分

ごろ 
35-37.0866' 140-50.6775' 

21.7 
0.25 海里（457.7ｍ） 

＜3.0kn＞ ０２時１５分

ごろ 
35-37.3162' 140-50.7899' 
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2.1.3 乗組員の口述による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過及びＡ船の沈没の状況は、Ａ船の船長（以下「船長

Ａ」という。）、Ｂ船の船長（以下「船長Ｂ」という。）、航海士（以下「航海士Ｂ」

という。）、別の航海士及び機関長の口述並びにＢ船の航海日誌によれば、次のとお

りであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａ、航海士（以下「航海士Ａ１」という。）、機関長（以下

「機関長Ａ」という。）、別の航海士（以下「航海士Ａ２」という。）及び機

関士（以下「機関士Ａ」という。）が乗り組み、令和元年５月２５日２３時

３０分ごろ阪神港に向けて茨城県鹿島港を出港した。 

Ａ船は、出港操船に続けて船長Ａが操船し、２６日００時１０分ごろ航海

士Ａ１が交替して船橋当直につき、犬吠埼を通過した後、０２時００分ごろ

針路約２１５°、約１１.５kn の速力で自動操舵によって航行した。 

Ａ船は、０２時０７分ごろ航海士Ａ１がＢ船と左舷対左舷で航過する目的

で右転を開始し、０２時０９分ごろ右転を続けていたときにＢ船と衝突した。 

船長Ａは、自室で就寝中、大きな衝撃音を聞いて昇橋したところ、船橋の

左舷側に白い灯りを認め、航海士Ａ１から、「ＡＩＳを持っていない船と衝

突した。（レーダーを見て）右に針路を変えて航過しようと思ったが、相手

が左転してきた。」旨を聞き、主機停止を指示した。 

船長Ａは、レーダーでＢ船がＡＩＳを持っていないこと、及びＡ船が惰性

で前進していることを認め、第二管区海上保安本部運用司令センター（以下

「二管運用センター」という。）からのＶＨＦ呼出しに応答中、救命胴衣着

用の確認があり、船橋に居た航海士Ａ１及び機関士Ａが救命胴衣を取りに降

橋するのを見ていたが、その他の乗組員は見かけなかった。 

Ａ船は、左舷側に急傾斜し、船長Ａが浸水によって船橋から右舷側のウイ

ングに押し出された後、０２時１４分ごろ船尾を上にして沈没した。 

船長Ａは、海に投げ出され、自動膨張して浮上した救命筏に乗っていたと

ころ、来援した海上保安庁の巡視船に救助された。 

船長Ａは、海上に投げ出されてから救助されるまでの間、他の乗組員の姿

は見かけなかった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか２人が乗り組み、５月２５日２１時３０

分ごろ宮城県仙台塩釜港に向けて京浜港を出港した。 

Ｂ船は、２３時４５分ごろ、航海士Ｂが船橋当直につき、自動操舵により

約１０.５kn の速力で航行した。 
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航海士Ｂは、２６日０１時過ぎ、レーダーレンジを３海里（Ｍ）、コース

アップのオフセンターに設定して監視し、左舷対左舷の相対距離約０.２５

Ｍで反航船が航過したとき、相手船の灯火が視認できず、濃い霧が発生して

いることを知ったが、濃い霧で見えないだけで風や波もなくて舵効きも良い

ので何かあってもすぐに回避できると思い、視界制限状態における音響信号

を行わず、船長Ｂに視界が不良となったことを報告しないまま単独で船橋当

直を行った。 

Ｂ船は針路約０３６°で航行していたところ、０２時００分ごろ、航海士

Ｂが、レーダーで約３Ｍ前方のＡ船を捕捉した。Ａ船の映像が船首輝線の少

し右にあり、また、最接近距離が０若しくは約１１０ｍ（約０.０６Ｍ）で

あったため、ＶＨＦ及び音響信号を用いてＡ船とコミュニケーションをとる

ことはなく、Ａ船と右舷対右舷で通過しようとし、最接近距離が０.１から

０.２Ｍになるよう針路を左へ約２°転じたところ、最接近距離が約１９０

ｍ（約０.１Ｍ）となったことで安心し、針路と速力を維持したまま海図台

に向かって航海日誌を記載しながら航行した。 

航海士Ｂは、航海日誌の記載を終え、振り返って右舷前方に見えてくるＡ

船の灯火を確認する目的で、レーダーを見ないで、目視で前方を注視した。 

航海士Ｂは、０２時０９分ごろ、突然Ａ船の灯火を船首至近に視認して右

舵を取ったものの、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。(図２

参照) 

船長Ｂは、２５日２１時ごろ当直を交替した後、自室で就寝していたとこ

ろ、衝突と分かる衝撃を感じて昇橋し、自船乗組員の安否確認を行いながら

ＶＨＦでＡ船を呼び出したが、Ａ船と二管運用センターが通信している声が

ＶＨＦから聞こえたものの、Ａ船からＢ船への応答はなかった。また、二管

運用センターへ衝突の連絡をＶＨＦで行い、航海士Ｂに現場海域付近海域の

見張りを命じた後、衝突箇所の損傷状況を確認する目的で、降橋して船首部

に向かった。 

航海士Ｂは、衝突後、主機を停止し、視認できなくなったＡ船をレーダー

で捉えていたところ、二管運用センターのＶＨＦ呼出しに応答しているＡ船

の会話の状況から、Ａ船がすぐに沈没するとは思わなかったものの、レーダ

ーからＡ船の画像が消えたのを認め、現場海域付近海域の見張りを行った。 

船長Ｂは、船主や運航管理者へ電話で連絡した後、電話で海上保安庁と連

絡を取りながら、現場海域付近海域の見張りを継続して行っていたが、０６

時４０分ごろ、海上保安庁の指示に従って鹿島港へ移動を開始した。 
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図２ 航海士Ｂが見た衝突直前の両船の位置関係（概略図と手記） 

 

2.1.4 事故後の捜索状況 

二管運用センター運用官及び巡視船航海士からの口述、並びに第三管区海上保安

本部の広報資料によれば、次のとおりであった。 

５月２６日０２時１０分ごろ衝突したＡ船を呼び出すＢ船のＶＨＦ無線通信を傍

受した二管運用センターは、ＶＨＦ無線通信によりＡ船を呼び出し、この呼び出し

に応答したＡ船から船位、衝突の有無、船体の状態等の情報を収集していたところ、

「デッキ上に浸水」との非常事態を知らせる内容の通話を受信したので、Ａ船乗組

員に対し救命胴衣の着用を促したが、その直後、ＶＨＦが途切れて応答が無くなっ

たのを確認した。 

巡視船は、犬吠埼東方沖を南下中、Ａ船、Ｂ船及び二管運用センターのＶＨＦの

通信を傍受し、現場海域まで約９マイルほどだったことと、詳細な状況が分からな

いものの海難発生の可能性を考慮して、二管運用センターへ現場の海域に向かうこ

とを伝え、０２時１６分ごろ西方に進路を変えて現場に向かった。また、巡視船は、

Ｂ船から現場の状況を聴取し、Ｂ船が現場海域で待機することを確認し、現場海域

へ向かった。 

二管運用センターは、衝突現場付近を航行していた巡視船から現場海域へ向かう

ことを聞いた後、０２時２５分ごろ現場海域を管轄する第三管区海上保安本部に情

報を提供して業務を引き継いだ。 

０３時００分第三管区海上保安本部は海難事故対策本部（以下「対策本部」とい

う。）を設置し、直ちに巡視船及びヘリコプターを現場海域へ出動させた。 

船長Ａは、巡視船により救助された。また、１８時５９分ごろ羽田特殊救難隊及

び巡視船潜水士により沈没した船内のボート甲板居住区内通路において航海士Ａ１

が発見、揚収され、警察署に搬送されたが、２１時３０分ごろ医師により死亡が確

認され、溺死と検案された。 

対策本部は、２７日船内から打音反応らしき音を確認したことで、海上自衛隊に

災害派遣要請を行い、減圧症対策の資機材を保有する潜水艦救難艦が本事故現場に

向かった。 

航海士Ａ２は、２８日１４時ごろ羽田特殊救難隊潜水士により船内にて発見、揚

Ａ船 

Ｂ船 

角度は９０° 

より広角 
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収された後、警察署に搬送され、１６時２８分ごろ医師により死亡が確認され、溺

死と検案された。 

 

機関長Ａは、３０日１３時１０分ごろ潜水士により船内にて発見、揚収された後、

警察署に搬送され、医師により溺死と検案された。 

対策本部は、事故発生から５日間にわたり、巡視船７隻、ヘリコプター２機、羽

田特殊救難隊、巡視船の潜水士、海上保安庁の航空機２機、海上自衛隊の潜水艦救

難艦及び航空機並びに千葉県警警備艇によって捜索を行ったが、機関士Ａの発見に

は至らず、その後、通常の捜索に切り替えた。 

 

 本事故の発生日時は、令和元年５月２６日０２時０９分ごろであり、発生場所は、

犬吠埼灯台から１９３°４.６Ｍ付近であった。 

（付図１ 航行経路図（全体）、付図２ 航行経路図（拡大図１）及び付図３ 航行

経路図（拡大図２） 付図４ 分析経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａ及び勝丸海運株式会社（以下「Ａ１社」という。）担当者の口述によ

れば、航海士Ａ１、航海士Ａ２及び機関長Ａは、沈没した船内で発見されて溺

水による死亡と検案され、機関士Ａが行方不明となった。また、救助された

船長Ａは、擦過傷を負った。 

機関士Ａは、後日、死亡が認定された。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述及び船長Ａが作成して四国運輸局に提出した事故報告書並びに

Ａ１社が作成依頼し提出した潜水調査報告書によれば、Ａ船は、左舷側から浸

水し、船尾を上にして沈んだ。 

Ａ船は、犬吠埼灯台から１９５°４.９Ｍ付近の海底（水深約２５ｍ）に、

左舷側へ約９２°傾斜した横倒しの状態で沈没しており、左舷船首部に凹損

を生じていたが、左舷側の破口の有無を確認できなかった。(図３参照) 

また、Ａ１社が作成依頼し提出した潜水調査報告書及びＡ船のＡＩＳの航跡

図並びにＡ船とＢ船の各船体図を重ねると、衝突した位置はＡ船の貨物倉の
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喫水線付近やや後方で、Ａ船の破口の位置は確認できなかった。（図４ 参照） 

 

図３ 潜水調査報告書(抜粋及び加筆) 

左舷船首凹損 
積荷飛散  ハッチカバー脱落 

水面から海底を望む 

←NORTH 

西側から東側を望む 

SOUTH→ 

(破口は海底側で有無未確認) 

SOUTH→ 

←NORTH 
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図４ Ｂ船の船首部衝突によるＡ船の破口位置推定図 

 

(2) Ｂ船 

現場調査及び船長Ｂの口述並びに船長Ｂが作成して中国運輸局に提出した事

故報告書によれば、Ｂ船には、左舷船首部ハンドレール及び外板に凹損等を、

バルバスバウに破口を伴う曲損等を、左舷アンカーホース及びアンカーに曲

損等を生じた。また、左舷船首部にＢ船のものではないガラスの破片があり、

ステム及び左舷ベルマウスに白ペイントが付着していた。 

Ｂ船の船倉内に積んでいた鋼材（コイル）の荷崩れがあった。 

（写真１参照） 

 

Ａ船の破口 

Ａ船 

（Ａ船の図面より抜粋） 

 

Ｂ船（Ｂ船の図面より抜粋） 

Ｂ船 

Ａ船 

喫水線 

Ａ船の転心 

Ｂ船のＧＰＳの航跡 

Ａ船のＡＩＳの航跡

Ａ船の破口 

Ａ船 

（Ａ船の図面より抜粋） 

Ｂ船 

（Ｂ船の図面より抜粋） 

Ａ船の正面から望む 

上から望む 
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写真１ Ｂ船の損傷状況 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 年齢、海技免状等 

① 船長Ａ ６０歳 

     四級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和５６年６月２日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成３１年４月２３日 

      免状有効期間満了日 令和６年７月２９日 

② 航海士Ａ１ ７２歳 

     三級海技士（航海）  

      免 許 年 月 日 昭和４７年８月１８日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成３０年５月７日 

      免状有効期間満了日 令和５年５月６日 

③ 船長Ｂ ４６歳   

     四級海技士（航海）  

      免 許 年 月 日 平成６年８月１５日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２７年１月２２日 

      免状有効期間満了日 令和２年１月２１日 

④ 航海士Ｂ ６１歳 

     五級海技士（航海）  

      免 許 年 月 日 平成１８年３月２７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２８年２月１５日 

      免状有効期間満了日 令和３年３月２６日 

ハンドレール曲損 

  ガラスの破片 

アンカーホース及び 

アンカーの曲損 

バルバスバウ曲損 
白ペイントの付着 

外板の凹損 
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(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ、Ａ１社担当者、船長Ｂ及び航海士Ｂの口述によれば、次のとおりで

あった。 

① 船長Ａ 

平成２８年ごろから船長としてＡ船に乗船し、他の船舶も含めて約２２年

の船長経験を有していた。 

本事故当時、健康状態は良好であった。 

② 航海士Ａ１ 

平成１８年６月ごろから航海士としてＡ船に乗船していた。また、健康状

態は良好に見えた。 

③ 船長Ｂ 

親戚が経営する瀬戸内海の船会社で約２０年間の乗船経験を有していた。

平成２４年２月ごろから航海士としてＢ船に乗船し、そのうち約３年の船長

経験を有していた。 

本事故当時、健康状態は良好であった。 

④ 航海士Ｂ 

平成１３年ごろから甲板部員としてＢ船に乗船し、平成２４年１月ごろ、

一等航海士に昇格した。 

本事故当時、健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶に関する情報    

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

  船 舶 番 号  １４１４９４ 

Ｉ Ｍ Ｏ 番 号  ９６２３０７５ 

  船 籍 港  愛媛県今治市 

船舶所有者  Ａ１社 

         独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

  運 航 者  ＮＳユナイテッド内航海運株式会社（以下「Ａ２社」という。） 

  総 ト ン 数  ４９９トン 

  Ｌ × Ｂ × Ｄ  ７５.２３ｍ×１２.００ｍ×７.１２ｍ 

  船   質  鋼 

  機   関  ディーゼル機関１基 

  出   力  １,３２４kＷ 

  起 工 年 月  平成２３年３月 
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写真２ Ａ船 

 

(2) Ｂ船 

  船 舶 番 号  １４０８８３ 

Ｉ Ｍ Ｏ 番 号  ８７４２６６６ 

  船 籍 港  広島県呉市 

  船 舶 所 有 者  住宝海運有限会社（以下「Ｂ１社」という。） 

  運 航 者  音倉内航海運協業組合（以下「Ｂ２社」という。） 

  総 ト ン 数  ４９９トン 

  Ｌ × Ｂ × Ｄ  ７１.６１ｍ×１２.００ｍ×７.３７ｍ 

  船   質  鋼 

  機   関  ディーゼル機関１基 

  出   力  ７３６kＷ 

  起 工 年 月  平成２０年１１月 

 

 

写真３ Ｂ船 

 

2.5.2 操縦性能に関する情報 

(1) Ａ船 

Ａ船の速力性能表によれば、４／４連続出力前進（Full Ahead）時における
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運動性能は、表３のとおりであった。 

 

表３ Ａ船の運動性能 

 

 

 

 

 

(2) Ｂ船 

Ｂ船の旋回試験結果によれば、４／４連続出力前進（Full Ahead：１０.９

kn）時における運動性能は、表４のとおりであった。 

 

表４ Ｂ船の運動性能 

 

 

 

 

2.5.3 積載状態に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、鋼材の積載能力は１,６５０ｔであり、本事故当時、

約１,３００ｔの鋼材を積載し、喫水は、船首約３.２０ｍ、船尾約４.３０ｍで

あった。 
(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、鋼材の積載能力は１,７００ｔであり、本事故当時、

約８６９.５ｔの鋼材（コイル）をスペース満載（一定の間隔で平積み）とし

て積載し、喫水は、船首約２.３０ｍ、船尾約４.００ｍであった。 
 

2.5.4 船舶の設備等に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述及びＡ船を建造した造船所の回答書によれば、船橋の船首側窓

際中央部にジャイロコンパス、舵輪及び操舵装置があり、その左舷側にＶＨＦ

受話器及びＡＩＳ情報を画面に重畳
ちょうじょう

できる、ＡＲＰＡ機能付きレーダーが設置

され、操舵装置の右側に主機操縦テレグラフ及びスラスターの操作パネルが、

船橋の後方に海図台等が設置されていた。 
船長Ａの口述によれば、船体、機関及び計器類に不具合及び故障はなかった。 

 左旋回 右旋回 

90°回頭 ４７秒 ５０秒 

最大旋回直径 ２４６ｍ ２９１ｍ 

最短停止距離 
(Full Ahead 時) 

４３６ｍ（１分４４秒） 

  左旋回 右旋回 

90°回頭 ５５秒 ５２秒 

緊急停止性能 １分４５秒 
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（図５参照） 

 

図５ Ａ船の船橋配置図 

 

(2) Ｂ船 

現場調査及び船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、船橋の船首側窓際中央部にジ

ャイロコンパス及び舵輪並びに操舵装置があり、その左舷側にＶＨＦ受話器及

び衝突警報機能を有した、ＡＲＰＡ機能付きレーダーが設置され、操舵装置の

右舷側に主機操縦テレグラフが、その後方に海図台等が設置されていた。 
船長Ｂの口述によれば、船体、機関及び計器類に不具合及び故障はなかった。 
（図６参照） 

 

図６ Ｂ船の船橋配置図 

 

(3) Ａ船とＢ船の設備の違い及び操船意図の確認 

船長Ａ、船長Ｂ、航海士Ｂ及びＢ１社担当者の口述によれば、Ａ船にはＡＩ

Ｓ装置及びその情報を重畳できるレーダーを設置しており、Ｂ船にはＡＩＳの

設備がなかった。したがって、Ａ船及びＢ船は互いの船名や行く先等の情報を

自動的に得ることはできなかった。 
他方、船名等が分からなくてもレーダーのＡＲＰＡ機能によって互いの動向

を確認することはでき、更に互いの操船意図を理解するためには、ＶＨＦで互
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いの船名を確認し、または音響信号を行うなど直接情報交換を行うことはでき

た。 
なお、Ａ船及びＢ船は、ＡＩＳの搭載義務がなく、Ａ船は任意で設備してい

た。 
 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1  気象及び海象観測値 

気象庁によれば、次のとおりであった。 

(1) 本事故現場から北北東方約１３.３km 付近に位置する銚子地方気象台にお

ける５月２６日の観測値は、次のとおりであった。（表５参照） 

 

表５ 銚子地方気象台における観測値 

時刻 風向 
平均風速 

（m/s） 

気温 

（℃） 

露点温度 

（℃） 

相対湿度 

（％） 

視程 

(km) 

００時 南南西 ５.６ ２０.０ １９.０ ９４ ６.２８ 

０１時 南西 ５.５ １９.５ １８.５ ９４ ４.９８ 

０２時 南西 ３.６ １９.２ １８.４ ９５ ５.６０ 

０３時 南西 ４.６ １８.８ １８.５ ９８ １.２１ 

 

(2) 本事故現場周辺海域における波高は、５月２５日２１時に約１.５ｍ、２

６日０９時に約１.２ｍであった。本事故現場から３４５°１７.４Ｍ付近に

位置するナウファスの鹿島観測地点における本事故当時の観測値は、次のと

おりであった。（表６参照） 

また、本事故現場周辺海域の海流及び海面水温の推算結果は、それぞれ北

東流約０.５kn、約２１℃であった。（図７参照） 

 

表６ ナウファスの鹿島観測地点における観測値 

 有義波高 周期 波向 

０２時００分 ０.８０ｍ ９.３秒 北東 

０２時２０分 ０.７８ｍ ９.１秒 東南東 
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図７ 本事故発生場所周辺海域における海流及び海面水温に関する情報 

 

2.6.2 乗組員の観測値 

船長Ａ、航海士Ｂの口述及び船長Ａ、船長Ｂの各運輸局に提出した各事故報告書

によれば、本事故当時は霧がかかっており、視程約１００ｍと視界制限状態であっ

た。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の本州南・東岸水路誌（書誌第１０１号、平成２６年３月刊行）に

よれば、霧の発生及び５～８月の霧期（犬吠埼付近）について、次のとおりであった。 

夜半から翌朝日出前後にかけて静穏又は５ｍ／ｓ以下の南寄りの風が吹くときに多く、

（中略）犬吠埼付近ではやや多い。 

 

２.８ 航法に関する情報 

海上衝突予防法によれば、次のとおりであった。 

（視界制限状態における船舶の航法） 

第１９条 この条の規定は、視界制限状態にある水域又はその付近を航行している船

舶（互いに他の船舶の視野の内にあるものを除く。）について適用する。 

２ 動力船は、視界制限状態においては、機関を直ちに操作することができるように

しておかなければならない｡  

３ 船舶は、第１節の規定による措置を講ずる場合は、その時の状況及び視界制限状

態を十分に考慮しなければならない。 

４ 他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶は、当該他の船舶に著しく接

近することとなるかどうか又は当該他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判

断しなければならず、また、他の船舶に著しく接近することとなり、又は他の船舶

と衝突するおそれがあると判断した場合は、十分に余裕のある時期にこれらの事態

を避けるための動作をとらなければならない。 

５ 前項の規定による動作をとる船舶は、やむを得ない場合を除き、次に掲げる針路
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の変更を行ってはならない。 

一 他の船舶が自船の正横より前方にある場合（当該他の船舶が自船に追い越され

る船舶である場合を除く｡）において、針路を左に転じること｡ 

二 自船の正横又は正横より後方にある他の船舶の方向に針路を転じること。 

６ （省略） 

（視界制限状態における音響信号） 

第３５条 視界制限状態にある水域又はその付近における船舶の信号については、次

項から第１３項までに定めるところによる。 

２ 航行中の動力船（第４項又は第５項の規定の適用があるものを除く。次項におい

て同じ。）は、対水速力を有する場合は、二分を超えない間隔で長音を一回鳴らす

ことにより汽笛信号を行わなければならない。 

（以下省略） 

 

２.９ 安全管理に関する情報 

Ａ船及びＢ船の安全管理規程及び各運航基準は、以下のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ２社の安全管理規程及び運航基準には、次のとおり定められていた。 

安全管理規程 第 3条 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、

次に掲げる条件に達したと認めるときは、当直体制の強化及びレーダーの有

効利用を図るとともに、その時の状況に適した安全な速力とし、更には航路

外錨泊又は経路変更の措置をとらなければならない。 

視程 ３Ｍ以下 

運航基準 第 3章 第 6条 船長は、船舶所有者等と協議して次の配置を定

め、運航管理者へ報告するものとする。 

狭視界航海当直配置 狭視界航海当直 船橋：船長 船首：一等航海士 

(2) Ｂ船 

Ｂ２社の運航基準には、次のとおり定められていた。 

船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、「視程が５００ｍ以

下」の条件に達したと認めるときは、当直体制の強化、レーダーワッチ等に

よる厳格な見張り及び曳船等による先導等、付加的に安全措置を講ずるとと

もにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊

又は経路変更の措置をとらなければならない。 

(3) Ａ船及びＢ船の通常航海時の当直体制及び視界制限状態における安全管理の

状況 

Ａ船及びＢ船における通常航海時の甲板部当直体制については、表７のとお
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りである。Ａ船は４時間毎の３交代、Ｂ船は３時間毎の４交代であり、これ

らの当直体制や年齢構成は、内航船舶に広く一般的にみられるものである。 

なお、航海中及び停泊中は甲板当直業務（機関部員は機関当直業務）以外に

運航のための甲板部作業、機関部作業が行われ、入港時及び出港時には全員

配置により出入港作業及び荷役作業が行われていた。 

また、Ａ船及びＢ船の視界制限状態における安全管理状況を比較した結果、

表８のとおりであった。（表８参照） 

 

表７ Ａ船及びＢ船の通常航海時の甲板部当直体制＊ 

  *航海当直業務以外には甲板部作業、荷役作業及び出入港作業がある 

 

表８ Ａ船及びＢ船の視程に関する安全管理状況 

 

(4) 視界制限状態になった際の船長Ａ及び船長Ｂの指示状況等について 

船長Ａは、ふだんから、当直航海士に対し、当直中に何か不安があれば船長

である自分に連絡するよう伝えていた。 

船長Ｂは、日頃から、当直航海士に対し、視界が制限された状況などにおい

ては、乗組員の安全のため躊躇わず船速を下げるように伝えており、当直航

海士が船速を下げた場合、通常、船長Ｂがその音に気付き、自ら昇橋して増

員していたものの、本事故時には、減速は実行されなかった。 

 

Ａ船の通常航海時の当直体制  

20:00-00:00  08:00-12:00  船長Ａ 

00:00-04:00  12:00-16:00  航海士Ａ１ 

04:00-08:00  16:00-20:00  航海士Ａ２ 

年齢構成：60 歳代 4 人 70 歳代 1人（機関部員 2人を含む） 

 

Ｂ船の通常航海時の当直体制  

18:00-21:00  06:00-09:00  船長Ｂ 

21:00-00:00  09:00-12:00  機関長 

00:00-03:00  12:00-15:00  航海士Ｂ 

03:00-06:00  15:00-18:00  二等航海士 

年齢構成：40 歳代 1 人 50 歳代 1人 60 歳代 2人 

 Ａ２社 Ｂ２社 

視界制限状態 視程３Ｍ以下 視程５００ｍ以下 

配置 船長：船橋 船首：一等航海士 当直体制の強化（増員） 

具体的な対応 レーダー有効利用及び安全な速力 レーダーワッチ及び安全な速力 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況   

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、令和元年５月２５日２３時３０分ごろ阪神港に向けて鹿島港を

出港したものと推定される。 

② 航海士Ａ１は、５月２６日００時１０分ごろ船長Ａと交代して単独で船

橋当直についたものと考えられる。 

③ Ａ船は、犬吠埼を通過した後、０２時００分ごろ針路２１５°、約１１.

５knの速力で自動操舵によって航行したものと推定される。 

④ Ａ船は、０２時０７分ごろ航海士Ａ１が右転を開始し、０２時０９分ご

ろまで右転を続けたものと推定される。 

⑤ Ａ船は、０２時０９分２８秒ごろ約９.９knの速力に減速し、船尾が北

西方向に押し出されて船首方位が左転していることから、この時刻にＢ船

の船首と衝突したものと推定される。 

⑥ 付近の巡視船のレーダー映像からＡ船が消えたこと及びＡ船のＡＩＳ情

報が途切れていることにより、Ａ船は、０２時１４分ごろ犬吠埼南方沖で

沈没したものと推定される。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、５月２５日２１時３０分ごろ仙台塩釜港に向けて京浜港を出港

したものと推定される。 

② Ｂ船は、２３時４５分ごろ航海士Ｂが船橋当直につき、自動操舵によっ

て航行したものと考えられる。 

③ 航海士Ｂは、濃い霧が発生して視界が制限された状況において船橋当直

についていたものと推定される。 

④ Ｂ船は、０２時００分ごろ、視界が制限された状況において針路０３

６°約１１.４knの速力で、自動操舵で航行中、航海士Ｂが、レーダーで

約３Ｍ前方のＡ船を捕捉した際、Ａ船の映像が船首輝線の少し右にあり、

最接近距離が０から約１１０ｍ（約０.０６Ｍ）であったものと推定され

る。 

⑤ 航海士Ｂは、０２時０５分ごろ、視界が制限された状況においてＡ船と

右舷対右舷で航過する目的で、自動操舵の針路を左へ約２°転じて０３
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４°約１０.７knの速力で航行し、最接近距離が約１９０ｍ（約０.１Ｍ）

となったことで安心し、針路と速力を維持したまま海図台に向かって航海

日誌を記載したものと考えられる。 

⑥ Ｂ船は、０２時０９分ごろ、航海士ＢがＡ船の灯火を目前に認めて右舵

を取り、右転を開始したものの、同じ速力のままＡ船の左舷側に衝突した

ものと考えられる。 

⑦ 船長Ｂは、Ｂ船が衝突した後、乗組員の安否と船体の損傷の確認を行い

ながら、衝突現場付近海域を偶然航行していてＡ船の救助に向かう巡視船

とＶＨＦで交信したことにより安心し、自船の損傷状況の確認と現場海域

付近海域の見張りを継続して行っていたものと考えられる。 

 

3.1.2 本事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、Ａ船のＡＩＳの船速が急速に落ちていた令和

元年５月２６日０２時０９分ごろであり、発生場所は、同時刻ごろにおけるＡ船の

位置である犬吠埼灯台から真方位１９３°４.６Ｍ付近であったものと推定される。 

 

3.1.3 死傷者等の情報 

２.２から、Ａ船乗組員のうち、船橋にいた船長Ａが海水によって船外に押し出

されて救助されたものの、その他のＡ船乗組員のうち３人が死亡し、１人が行方不

明となり後日死亡認定され、Ｂ船の死傷者はいなかった。 

 

3.1.4 衝突による損傷及び沈没の状況 

２.３から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、Ａ船の左舷船尾部の喫水線付近とＢ船のバルバスバウとの衝突に

よって破口が生じて貨物倉に浸水し、左舷側へ傾斜して横倒しとなり、船首

を下にして沈没したものと考えられる。 

(2) Ｂ船の左舷船首部外板等の凹損及び左舷アンカーホース等の曲損は、Ａ船

の左舷船尾部とＢ船の左舷船首部との衝突によって生じたものと考えられる。 

(3) Ｂ船の左舷船首部にあったガラスの破片及び白ペイントの付着は、Ａ船の

左舷船尾部とＢ船の左舷船首部との衝突によって生じた可能性があるが、沈

没したＡ船の左舷側が海底に埋もれていて確認できなかった。 

(4) Ａ船左舷側の貨物倉の喫水線及び居住区付近にＢ船の船首部が衝突してＡ

船に破口を生じた可能性があるが、沈没したＡ船の左舷側が海底に埋もれて

いて破口の場所は確認できなかった。 

(5) Ｂ船の船倉の荷物は、Ａ船との衝突の衝撃によって崩れたものと考えられ
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る。 

 

3.1.5 衝突の状況 

  2.1.1、2.1.3 及び２.３から、Ａ船は、船首方位約２４６°、約１１.３kn の速

力、Ｂ船は、船首方位約０３４°、約１０.７kn の速力で、Ａ船の左舷船尾部とＢ

船の左舷船首部とが衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析  

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

２.４から次のとおりであった。 

(1) 船長Ａ及び航海士Ａ１ 

適法で有効な海技免状を有していた。 

本事故当時、健康状態は良好であったものと考えられる。 

(2) 船長Ｂ及び航海士Ｂ 

適法で有効な海技免状を有していた。 

     本事故当時、健康状態は良好であったものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

2.5.4から、Ａ船及びＢ船は、共に船体、機関及び機器類に不具合及び故障はな

かったものの、Ｂ船にＡＩＳの設備がなかったことにより、Ａ船及びＢ船が互いの

船名等のＡＩＳ情報を共有できなかったものと考えられる。 
 

3.2.3 気象及び海象に関する解析 

２.１、２.６及び２.７から、本事故当時、風向は南西、風力２、波高はほとん

どなく、流向は北東向きで約０.５kn、水温は約２１℃で、本事故発生場所付近に

は霧が発生して視程は約１００ｍであり、視界制限状態であったものと考えられる。 

 

3.2.4 見張り及び操船に関する解析 

２.１、２.８、3.1.1 及び 3.2.2 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① 航海士Ａ１は、５月２６日０２時００分ごろ、視界が制限された状況の

船橋当直において、自動操舵にし、音響信号を行わず、レーダー及び目視

によって見張りを行っていたものと考えられる。 

② 航海士Ａ１は、視界制限状態になっていることを船長Ａに連絡せずに当

直を続けていたが、航海士Ａ１が死亡したことから、その理由を明らかに
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することができなかった。 

③ 航海士Ａ１は、０２時０７分０２秒ごろ、濃霧により他の船舶の正確な

動静監視が困難な状況下、Ａ船の船首から約２２２°約１,６００ｍのＢ

船に対し、視界制限状態における船舶の航法によりＢ船と左舷対左舷で航

過する目的で右転を開始した可能性があると考えられるが、航海士Ａ１が

死亡したことから、操船意図を明らかにすることはできなかった。 

(2) Ｂ船 

① 航海士Ｂは、５月２６日０２時ごろ、視界が制限された状況において、

濃い霧で見えないだけで風や波もなくて舵効きも良いので何かあってもす

ぐに回避できると過信したことから、視界が制限された状況になっている

ことを船長Ｂに伝えず単独で船橋当直を行ったものと考えられる。 

② 航海士Ｂは、自動操舵にし、音響信号を行わず、３Ｍレンジのコースア

ップでオフセンターに設定したレーダーによって見張りを行っている際、

Ａ船を捕捉したものと考えられる。 

③ 航海士Ｂは、０２時００分ごろ、濃霧により、他の船舶の正確な動静監

視が困難な状況下、針路約０３６°で航行していたところ、レーダーによ

りＢ船の船首から約０３８°約３ＭにＡ船を捕捉した。レーダーで捕捉し

たＡ船との最接近距離が０若しくは約１１０ｍ（約０.０６Ｍ）であり、

Ａ船の映像が船首輝線の少し右にあったことから、右舷対右舷で航過する

目的で針路を左へ約２°転じて針路約０３４°としたところ、最接近距離

が約１９０ｍ（約０.１Ｍ）となったことで安心し、そのままの針路と速

力を維持しながら海図台に向かい航海日誌の記載を行っていたものと考え

られる。 

④ 航海士Ｂは、最接近距離が約１９０ｍ（約０.１Ｍ）となったことで安

心したことから、Ａ船とＶＨＦ及び音響信号を用いてコミュニケーション

をとらなかったものと考えられる。 

⑤ 航海士Ｂは、目視のみで前方の見張りをしていたことから、０２時０７

分ごろＡ船が針路を右へ転じたことに気付いていなかったものと考えられ

る。 

⑥ 航海士Ｂは、０２時０９分ごろ、右舷船首にＡ船を目視により視認して

右転を開始したものの、この時点ではすでに衝突を回避できなかったもの

と考えられる。 

 

3.2.5 視界制限状態における運航管理に係る各船長の認識、判断等に関する解析 

  ２.１、２.６及び２.９から、次のとおりであったものと考えられる。 
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(1) 船長Ａは、視界が制限された状況のときには、自ら船橋で操船し、当直体

制の強化を行い、レーダーを有効利用して減速しなければならなかったもの

の、衝突するまで視界の状況を知らなかったことから、それらの措置を採る

ことが出来なかった。 

(2) 船長Ａは、安全管理規程上、視程が３Ｍ以下になった場合、航海当直を増

員しなければならないことを理解していた。 

(3) 船長Ｂは、視界が制限された状況のときには、当直体制を強化し、レーダ

ーワッチ等による厳格な見張りを行って減速しなければならなかったものの、

衝突するまで視界の状況を知らなかったことから、それらの措置を採ること

が出来なかった。 

(4) 船長Ｂは、日頃から、当直航海士に対し、視界が制限された状況などにお

いては、乗組員の安全のため躊躇わず船速を下げるように伝えており、当直

航海士が船速を下げた場合、船長Ｂがその音に気付き、自ら昇橋して増員し

ていたものの、本事故時には、減速は実行されなかった。 

 

3.2.6 事故発生に関する解析 

２.１、２.８及び 3.2.1～3.2.5 から、次のとおりであった。 

(1) 航海士Ａ１及び航海士Ｂは、夜間、濃霧が発生した犬吠埼南方沖において、

Ａ船が南西進中、Ｂ船が北東進中、両船が真向かいに接近する状況下、視程

が約１００ｍであったことから、互いの灯火を視認できなかったものと推定

される。 

(2) 航海士Ａ１及び航海士Ｂは、視界が制限された状況の船橋当直において、

互いに減速しなかったものと推定される。 

(3) 航海士Ａ１は、Ｂ船と約１,６００ｍまで近づいた際、視界制限状態にお

ける船舶の航法により、Ｂ船と左舷対左舷で航過する目的で右転した可能性

があると考えられるが、航海士Ａ１が死亡したことから、操船意図を明らか

にすることはできなかった。 

(4) 航海士Ｂは、Ａ船と約２Ｍまで近づいた際、Ａ船のレーダー映像が船首輝

線の少し右にあり、Ａ船と右舷対右舷で航過する目的で針路をわずかに左へ

転じたところ、最接近距離が拡大して安心し、針路と速力を維持したまま目

視のみで航行していたことから、Ａ船の右転に気付かなかったものと考えら

れる。 

(5) 航海士Ａ１は、Ｂ船がわずかに左へ転じた後、Ｂ船と左舷対左舷で航過す

る目的で右転したことから、Ｂ船がわずかに左へ転じたことに気付いていな

かった可能性があると考えられるが、航海士Ａ１が死亡したことから、その
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状況を明らかにすることはできなかった。 

(6) 各船長が、視界が制限された状況を知らず、安全管理規程及び運航基準に

従って当直体制を強化できなかったことは、本事故の発生に関与した可能性

があると考えられる。 

 

３.３ 事故発生の回避及び被害の軽減に関する解析 

２.１、3.1.1、3.1.3 及び 3.2.6 から、次のとおりであった。 

(1) 航海士Ａ１及び航海士Ｂが、ＶＨＦ及び音響信号を用いてコミュニケーシ

ョンをとっていたならば、互いの操船意図を理解でき、減速するなどの衝突

を避けるための措置を採ることができ、事故発生の回避に繋がった可能性が

あると考えられる。 

(2) 航海士Ａ１及び航海士Ｂが、共に大幅な針路の変更を早期に行っていたな

らば、互いの操船意図に気付き、事故発生の回避に繋がった可能性があると

考えられる。 

(3) 航海士Ａ１及び航海士Ｂが、各船長に視界が制限された状況を報告してい

たならば、安全管理規程及び運航基準に従って当直体制が強化され、事故発

生の回避に繋がった可能性があると考えられる。 

(4) 船長Ａが衝撃を感じてからＡ船が沈没するまで約４分の短時間であったこ

と、及び船橋にいた船長Ａが助かったことから、船舶が沈没しそうな緊急事

態が発生した場合には、船内マイクなどで乗組員に船橋へ集合するよう周知

するとともに、船橋に集合するときには、救命胴衣を携行して昇橋するか、

又は船橋に救命胴衣が格納されていたならば、乗組員が速やかに救命胴衣を

装着することができ、被害の軽減に繋がった可能性があると考えられる。 

 

３.４ その他判明した安全等に関する解析 

Ｂ船がＡＩＳを装備していたならば、Ａ船又はＢ船の互いの船名等が容易に分かり、

どちらか一方が、相手船をＶＨＦで呼び出し、互いの操船意図などを理解できた可能

性があったと考えられる。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

本事故は、夜間、濃霧による視界制限状態の犬吠埼南方沖において、Ａ船が南西進

中、Ｂ船が北東進中、両船が真向かいに接近する状況下、Ａ船が、Ｂ船と約１,６０
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０ｍまで近づいた際、左舷対左舷で航過する目的で速力を維持したまま右転し、また、

Ｂ船が、Ａ船と約２Ｍまで近づいた際、右舷対右舷で航過する目的で針路をわずかに

左へ転じ、その針路と速力を維持したまま目視で航行したため、互いに接近している

ことに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

Ａ船が、Ｂ船と左舷対左舷で航過する目的で速力を維持したまま右転したのは、航

海士Ａ1 が、視界制限状態における船舶の航法により右転した可能性があると考えら

れるが、航海士Ａ１が死亡していることから、その意図を明らかにすることはできな

かった。 

Ｂ船が、Ａ船と右舷対右舷で航過する目的で針路をわずかに左へ転じ、その針路と

速力を維持したまま目視で航行したのは、航海士Ｂが、Ａ船がレーダー映像で船首輝

線の少し右寄りで南西進していたことから、針路を左へ２°転じたことで最接近距離

が拡大して安心したことによるものと考えられる。 

航海士Ａ₁及び航海士Ｂが、視界制限状態で互いに真向かいに接近する状況下にお

いて、レーダー画面で互いの動きを確認するとともに、音響信号を使用したり、早期

にＶＨＦによる交信を行ったりしていたならば、互いの動きや操船意図を確認でき、

減速するなどの衝突を避けるための措置を採ることができた可能性があると考えられ

る。 

航海士Ａ１及び航海士Ｂが、視界制限状態において、共に大幅に針路の変更を行っ

ていたならば、互いの操船意図に気付くことができ、事故発生の回避に繋がった可能

性があると考えられる。 

各船長が、当直航海士から視界制限状態の状況を共に知らされ、安全管理規程及び

運航基準に従って当直体制を強化していたならば、互いの動きや操船意図を確認し、

減速するなどの衝突を避けるための措置を採ることができ、事故発生の回避に繋がっ

た可能性があると考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全等に関する事項 

ＡＩＳは、船舶の識別符号、船名、船位、針路、速力、目的地及び航行状態に関す

る情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間で情報を交換する装置であり、総トン

数５００トン以上の内航船に搭載の義務があるが、Ａ船及びＢ船は共に搭載の義務は

なかったものと認められる。 

しかしながら、Ａ船は任意で搭載していたものの、Ｂ船は搭載しておらず、Ｂ船が

ＡＩＳを装備していたならば、Ａ船及びＢ船の互いの船名等が容易に分かり、どちら

か一方が、相手船をＶＨＦで呼び出し、操船意図などを確認できた可能性があると考

えられる。 

船長Ａが衝撃を感じてからＡ船が沈没するまで約４分の短時間であったこと、及び
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船橋にいた船長Ａが助かったことから、船舶が沈没しそうな緊急事態が発生した場合

には、船内マイクなどで乗組員に船橋へ集合するよう周知するとともに、船橋に集合

するときには、救命胴衣を携行して昇橋するか、又は船橋に救命胴衣が装備されてい

たならば、被害の軽減に繋がった可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、夜間、濃霧による視界制限状態の犬吠埼南方沖において、Ａ船が南西進

中、Ｂ船が北東進中、両船が真向かいに接近する状況下、Ａ船が、Ｂ船と約１,６０

０ｍまで近づいた際、左舷対左舷で航過する目的で速力を維持したまま右転し、また、

Ｂ船が、Ａ船と約２Ｍまで近づいた際、右舷対右舷で航過する目的で針路をわずかに

左へ転じ、その針路と速力を維持したまま目視で航行したため、互いに接近している

ことに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

当直航海士が、レーダー画面で互いの動きを確認するとともに、音響信号を使用し

たり、早期にＶＨＦによる交信を行ったりしていたならば、互いの動きや操船意図を

確認でき、減速するなどの本事故の発生の回避に繋がる措置を採った可能性があると

考えられる。 

また、当直航海士が、視界制限状態において、共に大幅な針路の変更を行うことに

より、互いの操船意図に気付くことができ、本事故発生の回避に繋がる措置を採った

可能性があると考えられる。 

さらに、各船長が、当直航海士から視界制限状態の状況を共に知らされ、安全管理

規程及び運航基準に従って当直体制を強化していたならば、互いの動きや操船意図を

確認することができ、本事故発生の回避に繋がった可能性があると考えられる。 

したがって、視界制限状態の状況における同種事故の再発防止のため、Ａ船及びＢ

船の乗組員、Ａ２社及びＢ２社は、次の措置を講じる必要がある。 

(1) 当直航海士は、ＶＨＦ及び音響信号を用いて他船とコミュニケーションをと

り、操船意図を確認すること。 

(2) 当直航海士は、避航動作を行うとき、大幅な針路の変更を行うこと。 

(3) 当直航海士は、視界制限状態の状況となった場合には、速やかに船長へ報告

し、昇橋した船長の指示を受けるなど、安全管理規程及び運航基準を遵守する

こと。 

(4) Ａ２社及びＢ２社は、乗組員が、視界制限状態の状況となった場合などにお

いて、安全管理規程及び運航基準を遵守するよう、教育又は指導を行うこと。 
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 なお、現在、５００トン未満の貨物船へのＡＩＳ設置は義務付けられていないが、

船舶所有者は、類似の事故防止の観点からもＡＩＳの設置を検討することが望ましい。

また、船舶所有者は、乗組員に対し、船舶が沈没しそうな緊急事態が発生した場合に

は船内マイクなどで乗組員に船橋へ集合すること、及び船橋に集合するときには救命

胴衣を携行して昇橋することを指導又は教育し、周知徹底を図ること、さらに、浸水、

沈没等に備え、救命胴衣の格納設置場所について、船橋に装備することなどを検討す

ることが望ましい。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

5.1.1 Ａ２社により講じられた措置 

(1) Ａ２社は、救命胴衣を船橋に配備するよう運航船舶に周知した。 

(2) Ａ２社は、運航船舶へ訪船し「霧中海難事故防止の徹底について」の以下の

内容の注意喚起文書を船長へ渡して指導した。 

   ① レーダー、電子海図等の航海計器を最大限有効に活用し、関係船の早期発

見、早期避航、継続監視の徹底 

   ② 船長が、当直者に対し夜間命令簿で船長コール等の視界制限状態に対する

明確な船長指示を行う。 

   ③ 本件では、危険のおそれ（視界制限状態）があったにもかかわらず船長を

呼んでいなかった。危険のおそれがある場合は、必ず船長コールを行い、船

長自身が船橋で指揮する。（船員法第１０条甲板上の指揮、安全管理視程３

マイル以下で当直体制の強化） 

④ 危険回避のため夜間であっても積極的に霧中信号、操船信号を行う。 

⑤ 相手船の意図が理解できない場合、ＶＨＦを使用し、相手船との意思疎

通を早期に行う。 

⑥ 機関を直ちに操作することができるようにする。（安全な速力） 

⑦ 本件のように、視界制限状態にもかかわらず相手船が針路を左に転じる

可能性があることを考慮の上、針路の変更を相手船に認められるように大幅

に変針を行う。 

⑧ 霧情報等の入手に努める。 

 

5.1.2 Ｂ１社により講じられた措置 

(1) Ｂ１社は、ＶＨＦ及び音響信号を用いてコミュニケーションをとりやすくす

る目的で、Ｂ船にＡＩＳを設置した。 

(2) Ｂ１社は、同種事案の再発を防止する目的で民間による乗船診断及び安全教

育を実施し、乗船診断で以下の指摘事項を確認した。 
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   ① 視界制限状態では、「衝突の恐れを判断すること（レーダープロッティン

グ）」「左転禁止」「レーダーの継続監視」「減速または停止」を遵守する必要

がある。 

   ② 船員法の規定に従って、船舶が危険な状況にある場合は船長が指揮する必

要がある。 

   ③ 旋回性能及び速力基準を船橋に備えておく必要がある。 

 

5.1.3 Ｂ２社により講じられた措置 

(1) Ｂ２社は、Ｂ１社と本事故に関する情報を共有し、管理船舶に対して事故の

概要を周知した。 

(2) Ｂ２社は、Ｂ１社と本事故に関する情報を共有し、Ｂ船へのＡＩＳの設置及

び民間による乗船点検及び安全講習をＢ１社と共に実施した。 

 

 

６ 勧 告 
 

本事故は、夜間、濃霧による視界制限状態の犬吠埼南方沖において、Ａ船が南西進

中、Ｂ船が北東進中、両船が真向かいに接近する状況下、Ａ船が、Ｂ船と約１,６０

０ｍまで近づいた際、左舷対左舷で航過する目的で速力を維持したまま右転し、また、

Ｂ船が、Ａ船と約２Ｍまで近づいた際、右舷対右舷で航過する目的で針路をわずかに

左へ転じ、その針路と速力を維持したまま目視で航行したため、互いに接近している

ことに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

本事故においては、両船の当直航海士が、レーダー画面で互いの動きを確認すると

ともに、音響信号を使用したり、早期にＶＨＦによる交信を行ったりしていたならば、

互いの動きや操船意図を確認して減速するなど、衝突を避けるための措置を採ること

ができた可能性があると考えられる。 

また、各船長が、当直航海士から視界制限状態の状況を共に知らされ、安全管理規

程及び運航基準に従って当直体制を強化していたならば、互いの動きや操船意図を確

認することができ、本事故発生の回避に繋がった可能性があると考えられる。 

したがって、当委員会は、同種事故の再発を防止するため、事故調査の結果を踏ま

え、ＮＳユナイテッド内航海運株式会社及び音倉内航海運協業組合に対し、運輸安全

委員会設置法第２７条第１項の規定に基づき、次のとおり勧告する。 

(1) ＮＳユナイテッド内航海運株式会社及び音倉内航海運協業組合は、運航船舶

の乗組員に対し、視界制限状態時に他船と接近する状況となった場合は、ＶＨ

Ｆ及び音響信号を用いてコミュニケーションをとるよう継続的に指導すること。 
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(2) ＮＳユナイテッド内航海運株式会社及び音倉内航海運協業組合は、運航船舶

の乗組員に対し、視界制限状態の状況下、船長が昇橋して指示することの重要

性を周知するとともに、当直体制を強化するよう継続的に指導すること。 
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付図１ 航行経路図（全体） 
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Ａ船（ＡＩＳ）の航跡図 

付図２ 
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付図２ 航行経路図（拡大図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 航行経路図（拡大図２） 
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付図３ 
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付図４ 分析経路図 

 

 

Ａ船 

Ｂ船 
0         0.5       1.0M 

✫ 

時刻 Ａ船 Ｂ船 船間距離 最接近距離

02:00ごろ ２１５度へ変針 約３Ｍ 約１１０ｍ

02:05ごろ 左に約２度変針 約２Ｍ 約１９０ｍ

02:07ごろ 右転開始 約２６度 約１,６００ｍ 　　０ｍ

02:09ごろ   衝突 －

GPSデータ抜粋　＜Ｂ船＞

（ 時刻 ＜船首方位＞ 対地速度 ）
　2:10ごろ

　　　　　　　　<034.4>　10.7
　2:05ごろ

　　　　　　　　<036.0>　11.5
　2:00ごろ

ＡＩＳデータ抜粋 ＜Ａ船＞

（ 時刻 ＜船首方位＞ 対地速度 ）
　2:00:01　<216>　11.7
　2:07:02　<220>　11.4
　2:08:02　<229>　11.6
　2:09:21　<246>　11.3
　2:09:28　<234>　09.9

時刻＜船首方位＞対地速力 

時刻＜船首方位＞対地速力 


